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都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 新旧対照表 

新 旧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ はじめに 

(1) 見直しの経緯、目的 

「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」（以下「整開保」と

いう。）並びに「都市再開発の方針」、「住宅市街地の開発整備の方

針」及び「防災街区整備方針」（以下「三方針」という。）は、個別

の都市計画の上位計画に位置する都市計画である。 

整開保は昭和45年の当初決定以来、これまで全６回の見直しを行

ってきており、市街化区域と市街化調整区域の区分（以下「線引き」

という。）と併せて、神奈川県が決定又は変更してきたが、平成22年

３月の第６回見直し後、都市計画法の改正により整開保及び三方針

（以下「整開保等」という。）の都市計画決定権限が横浜市へ移譲さ

れた。 

地域の自主性及び自立性を高めるという法改正の趣旨を踏まえれ

ば、横浜市が整開保等及び線引きの都市計画決定権限を有すること

で、以前にも増して、独自性と総合的な視点をもった都市計画の積極

的な活用を図り、その潜在力を最大限に引き出していくことが求め

られる。 

また、横浜市内の人口変動・高齢化、企業活動の変化、環境や防災

に対する市民意識の高まりなどに加えて、鉄道や高速道路等の整備

による広域的な都市構造の変化など、横浜市を取り巻く都市環境も

大きく変化してきており、横浜市の持続的発展に向けては、人や企業

の呼び込みによる地域の活性化（若年層や子育て世代の流入促進、雇

用機会の創出）や、継続的な成長・発展につながる都市づくり（都市

基盤の整備効果の最大限の活用、市経済の発展、港湾機能強化）を進
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１ 都市計画の目標 

(1) 目標年次 

基準年次を平成 27 年（2015 年）、目標年次を令和 22 年（2040

める必要がある。 

このため、横浜市の目指すべき都市の将来像を示す整開保等及び

線引きの見直しにあたっては、今後の横浜市を取り巻く社会状況や

都市環境の変化に柔軟に対応するとともに、従来の枠組みにとらわ

れず、次世代への布石として骨太な未来のまちづくり戦略を描くこ

とが重要である。 

【方針の位置づけ】 

 

(2) 都市計画区域の範囲 

都市計画区域の範囲は、横浜市の行政区域の全域（地先公有水面を

含む。）である。 

 

２ 都市計画の目標 

(1) 目標年次 

基準年次を平成22年（2010年）、目標年次を平成37年（2025年）と
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 年）とする。 

(2) 都市づくりの基本理念 

～未来をひらく 次世代に誇れる都市づくり～ 

これまでに形成されてきた横浜の強みや魅力をさらに発展させる

とともに、脱炭素や子育てしやすいまちづくりなど、次世代により

良い環境を残す取組を推進し、これからの社会をリードし、次世代

に誇れる新しい横浜らしさを創出する。 

 

 

 

(3) 都市計画区域の範囲 

都市計画区域の範囲は、横浜市の行政区域の全域（地先公有水面を

含む。）である。 

 

(4) 都市構造（附図１） 

人口減少期を迎え、生産年齢人口の減少や超高齢社会の進展など

により人口構造が変化していく中で、地域の魅力や価値の向上、持続

的な都市の成長・発展を図るため、これまでに整備してきた市街地を

使いこなし、アップデートする取組とともに、都市インフラの整備効

果を最大限発揮できる新たな都市づくりを両輪で進める。 

 

 

 

 

 

する。 

(2) 都市づくりの基本理念 

～新しい横浜らしさの創造と持続を支える都市づくり～ 

・超高齢社会や将来の人口減少社会の到来を見据え、環境に配慮

した持続可能な都市の構築 

・港、水・緑、歴史、文化など、横浜の持つ資産や環境を生かした

まちづくり 

・市民生活の利便と安全安心を支えるとともに、国際競争力の強

化を図るための基盤づくり 

 

 

 

 

 

(3) 都市構造及び地域毎の市街地像（附図１、附図２） 

 

 

 

 

 

ア 横浜型のコンパクトな市街地形成 

現在においても効率的な都市であるが、人口動態や産業構造

等の変化に対応した持続可能な都市を構築するために、これま

で整備されてきた都市基盤等を生かしながら、より効率的な土

地利用を図り、活力ある拠点を形成する。 
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① 地域特性を生かした持続可能な市街地の形成 

国内外からの人々の交流の活性化、地域コミュニティの醸成な

どに資する魅力ある都市空間を創出するため、都市機能の集積と

ともに、港の景観、豊かな水・緑、歴史的資産、都市の中に存在す

る農地など、横浜らしい地域資源の社会的価値を評価し、資源を保

全・活用・創出することにより、持続可能な市街地を形成する。 

 

ア 横浜都心、新横浜都心 

横浜都心と新横浜都心においては、横浜市の中核としての都

市インフラを整備するとともに、業務・商業施設等の地域特性に

応じた更なる都市機能の集積や、適正な居住機能の誘導等を図

り、二つの都心で互いに機能を補完しながら地区特性に応じた

都心部を形成する。 

横浜都心は、「世界が注目し、横浜が目的地となる新しい都

心」を目指し、業務・商業、文化、観光、優れたビジネス環境の

構築にも資する居住機能等の更なる集積を図ることにより、各

地区（横浜駅周辺地区、みなとみらい２１地区、関内・関外地区、

山下ふ頭周辺地区、東神奈川臨海部周辺地区）の魅力が重層的に

発揮される拠点として整備を進める。 

 

新横浜都心は、広域交通ターミナルとしての高い利便性を生

かして、多様で広域的な機能の更なる集積を図り、横浜都心とと

もに、ツインコア（二つの核）を形成する。 

 

 

イ 魅力的な市街地の形成 

緑豊かな環境の保全・創造を行うとともに、国内外からの人々

の交流の活性化や、地域コミュニティの醸成などに資する魅力

ある都市空間を創出するため、都市機能の集積や、港の景観、豊

かな水・緑、歴史的資産、都市の中に存在する農地など、横浜ら

しい地域資源の社会的価値を評価し、資源を保全・活用・創出す

ることにより、市街地と一体となった地区の魅力を形成する。 

(ｱ) 横浜都心、新横浜都心 

横浜都心と新横浜都心においては、横浜市の中核としての

都市基盤を整備するとともに、地域特性に応じた更なる都市

機能の集積や、適正な居住機能の誘導等を図り、二つの都心で

互いに機能を補完しながら地区特性に応じた都心部を形成す

る。 

横浜都心は、「世界が注目し、横浜が目的地となる新しい都

心」を目指し、業務、商業、文化、観光や、優れたビジネス環

境の構築にも資する居住機能等の更なる集積を図り、魅力と

活気あふれる拠点地区として整備を進めることにより、各地

区（横浜駅周辺地区、みなとみらい２１地区、関内・関外地区、

山下ふ頭周辺地区、東神奈川臨海部周辺地区）の魅力が重層的

に発揮され、世界にアピールする横浜の顔づくりを進める。 

新横浜都心は、神奈川東部方面線の整備等により、広域交通

ターミナルとしての拠点性を一層高め、その利便性を生かし

て、多様で広域的な機能集積を図り、横浜都心とともに、ツイ

ンコア（二つの核）を形成する。 

また、二つの都心につながる放射状の鉄道を軸に交通ネッ
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イ 産業拠点・国際的な物流拠点 

市内・首都圏・日本各地へと円滑に連絡する道路、鉄道などの

交通ネットワークの充実とともに、交通利便性に優れた立地や

既存の産業の集積などを生かした国際競争力のある産業拠点を

形成する。 

横浜港では、ふ頭や物流関連施設を整備し、国際コンテナ戦略

港湾として国際競争力の一層の強化を図る。 

京浜臨海部では、研究開発などの国際的な産業拠点として機

能強化を進めるとともに、臨海南部、内陸部についても、産業集

積を生かした産業拠点として環境を整え、企業立地を進める。 

ウ 郊外部の活性化拠点 

交通利便性や広大な土地、まとまった農地や豊かな緑といっ

たポテンシャルを生かし、集客機能の導入による交流人口の増

加や経済活性化、活力ある都市農業の展開や魅力的な水と緑の

環境の整備、広域レベルでの災害対応力の強化等を実現する郊

外部の新たな活性化拠点を形成する。 

エ 鉄道駅周辺 

鉄道駅周辺において、交通ネットワーク等の都市基盤整備を

進めるとともに、適正な土地の有効活用を促進し、利便性の更な

る向上を図る。 

トワークを形成し、その軸上の鉄道駅周辺地区に拠点を配置

することにより、将来の人口減少や高齢社会に対応した合理

的で利便性のよい都市構造とすると共に、鉄道軸上の駅周辺

を拠点とし、公共交通で移動しやすい都市に転換することに

より、環境にやさしい低炭素型の都市を形成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 郊外部の鉄道駅を中心としたコンパクトな市街地 

郊外部の鉄道駅を中心として、郊外住宅地の都市基盤や地

域交通、地形の状況など、地域特性に応じた圏域を形成する。 

・鉄道駅周辺において、道路・交通ネットワーク等の都市基盤
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・地域の特性・ニーズに対応した、生活利便施設・福祉施設、業

務・商業施設等の都市機能の集積や多様な住まいの供給等に

より地域特性に応じた魅力ある地域拠点を形成する。 

・交通結節機能の高い拠点駅、利便性の高い鉄道駅、その他の鉄

道駅周辺についても、それぞれの地域特性に応じたまちづく

りを推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整備を進めるとともに、圏域の人口変動や地域の特性・ニー

ズに対応した、生活利便施設・福祉施設等の都市機能の集約

や多様な住まいの供給等により個性ある生活拠点を形成す

る。 

 

 

・駅徒歩圏において、駅周辺への利便性を生かした良好な住

宅市街地の形成など、土地の有効活用を図る。 

・駅から離れた郊外住宅地は、緑地等の自然環境を生かしつ

つ、豊かな住宅市街地を形成する。また、駅から離れた大規

模な住宅団地においては、緑豊かな自然環境を生かしつつ、

各団地内に位置する主要なバス停周辺等に商業、医療、地域

交流、子育て支援等の生活支援機能の集約を図るとともに、

都市基盤の再構築を進め、多世代が安心して暮らせる居住

環境の維持・向上を図る。 

なお、郊外部の駅周辺の生活拠点は、大きく次の三つに分類

できる。 

◆主要な生活拠点 

これまでの商業等のストックを有する、交通ネットワー

クの主要な拠点 

◆駅勢圏が大きい郊外部の生活拠点 

駅を中心としたバスなどの地域交通ネットワークを有

する、駅周辺利用者の圏域（駅勢圏）が比較的大きい郊

外部の生活拠点 

◆駅勢圏が小さい郊外部の生活拠点 
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② 広域的な交通ネットワークの構築 

横浜環状道路をはじめとする広域的な幹線道路網の整備を推進

することにより、物資の輸送や災害時の救援等を支えるとともに、

国際コンテナ戦略港湾である横浜港の国際競争力強化や羽田空港

との物流の効率化を支える道路ネットワークを構築する。 

また、神奈川東部方面線によるアクセス性向上に加え、高速鉄道

３号線の延伸などにより市内外の拠点間の移動の利便性や速達性

をさらに向上させるとともに、羽田空港や中央新幹線（リニア）駅

とのアクセス強化など、より充実した鉄道ネットワークを構築す

る。 

駅周辺利用者の多くが徒歩や自転車でアクセスしてい

る駅周辺利用者の圏域（駅勢圏）が比較的小さい郊外部

の生活拠点 

(ｳ) 産業拠点 

市内・首都圏・日本各地へと円滑に連絡する道路、鉄道など

の交通ネットワークの充実とともに、交通利便性に優れた立

地や既存の産業の集積などを生かした国際競争力のある産業

拠点を形成する。 

京浜臨海部については、研究開発などの国際的な産業拠点

として機能強化を進めるとともに、臨海南部、内陸北部、内陸

南部についても、産業集積を生かした産業拠点として環境を

整え、企業立地を進める。港湾関連の流通業務地では、ふ頭や

物流関連施設を整備し、国際コンテナ戦略港湾として国際競

争力の一層の強化を図る。 

 

(ｴ) 広域的な機能連携軸 

横浜環状道路をはじめとする広域的な幹線道路網の整備を

推進することにより、災害時の救援・物資等の輸送を支えると

ともに、横浜港の国際競争力強化及び羽田空港の国際化に対

応できる道路ネットワークを構築する。 

また、神奈川東部方面線の整備や高速鉄道３号線の延伸な

どにより市内外の拠点間の移動の利便性や速達性をさらに向

上させるとともに、羽田空港や中央新幹線（リニア）とのアク

セス強化など、より充実した鉄道ネットワークを構築する。 
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③ 自然的環境を生かした魅力の向上 

緑の10大拠点を中心としたまとまりのある緑地・農地、海・河川

等の横浜らしい豊かな水・緑環境の保全・活用を進め、魅力の向上

を図る。 

 

２ 区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針 

(1) 区域区分の決定の有無 

都市計画法第７条第１項第１号イにより、区域区分を定めるもの

とする。 

 

(2) 区域区分の方針 

① 基本的な考え方 

ア 視点 

市街化区域と市街化調整区域の区分（以下「線引き」という。）

は、次の５つの視点を踏まえて行うものとする。 

 

 

 

 

 

(ｱ) 都市の活力・魅力の視点 

超高齢社会や人口減少社会の進展、都市・地域間競争の激化

などを踏まえ、様々な人や企業を惹きつける、活力と魅力ある

持続可能な都市づくりが求められる。 

 

(ｵ) 都市に潤いを与える「緑の10大拠点」 

主に市域の西部から南部に位置する、緑の10大拠点を中心

としたまとまりのある緑地や農地を保全する。 

 

 

３ 区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針 

(1) 区域区分の決定の有無 

都市計画法第７条第１項第１号イにより、区域区分を定めるもの

とする。 

 

(2) 区域区分の方針 

① 基本的な考え方 

ア 視点 

線引き制度は、都市への人口が流入した時期に、土地利用の混

乱、市街地の無秩序な拡散による公共投資の非効率化を防止す

る施策として創設されたが、横浜市内の人口変動・高齢化などを

はじめとする社会状況の変化等を鑑みると、線引き制度も大き

な転換点に立っていると考えられる。 

このため、線引き見直しにあたっては、次の五つの視点を設定

する。 

(ｱ) 都市の活力・魅力の視点 

超高齢社会、将来の人口減少社会や都市・地域間競争などを

踏まえ、様々な人や企業を惹きつける、活力と魅力ある持続可

能な都市づくりが求められる。 
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(ｲ) 都市と緑・農の共生の視点 

身近な緑地、農地や自然的景観など、地域資源を保全・活

用・創出することにより、魅力ある市街地を形成し、子育て世

代や高齢者など多世代にとって良好な居住環境が確保された

住みよいまちづくりの実現が求められる。 

(ｳ) 協働・共創の視点 

地域の課題解決や将来を見据えたまちづくりの実現に向け

て、住民・企業等の活動を踏まえた、機動的かつきめ細かな対

応、客観的で透明性のあるルールづくりと創意工夫を促す仕

組みづくりが求められる。 

(ｴ) 中間領域の視点 

都市的土地利用と自然的土地利用が混在している区域な

ど、市街化区域と市街化調整区域の中間領域においては、単に

現状の土地利用を追認し、線引き制度のみでの対応を図るの

ではなく、市街化動向を見極めつつ、地域特性を踏まえた望ま

しい土地利用の誘導が求められる。 

(ｵ) 時間軸の視点 

定期見直しにあたる中期的な取組だけでなく、短期的な取

組や長期的な土地利用計画など、時間軸を意識し、目標達成に

向けた段階的なプロセスを示しつつ、実現に向けた仕組みづ

くりが求められる。 

イ 区域の設定 

市街化区域においては、鉄道駅周辺などの拠点整備や生活利

便施設等の機能集積を目的とした計画的な開発・再開発を誘導

し、インフラの整備を図る。 

(ｲ) 都市と緑・農の共生の視点 

身近な緑地、農地や自然的景観など地域資源を保全・活用・

創出することにより、魅力ある市街地を形成し、子育て世代や

高齢者など多世代にとって良好な居住環境が確保された住み

よいまちづくりの実現が求められる。 

(ｳ) 協働・共創の視点 

地域の課題解決や将来を見据えたまちづくりの実現に向け

て、住民・企業等の活動を踏まえた、機動的かつきめ細かな対

応、客観的で透明性のあるルールづくりと創意工夫を促す仕

組みづくりが求められる。 

(ｴ) 中間領域の視点 

都市的土地利用と自然的土地利用が混在している区域等、

市街化区域と市街化調整区域の中間領域においては、単に現

状の土地利用を追認し、線引き制度のみでの対応を図るので

はなく、市街化動向を見極めつつ、地域特性を踏まえた望まし

い土地利用の誘導が求められる。 

(ｵ) 時間軸の視点 

定期見直しにあたる中期的な取組だけでなく、短期的な取

組や長期的な土地利用計画など、時間軸を意識し、目標達成に

向けた段階的なプロセスを示しつつ、実現に向けた仕組みづ

くりが求められる。 

イ 区域の設定 

市街化区域においては、鉄道駅周辺などの拠点整備や生活利

便施設等の機能集積を目的とした計画的な開発・再開発を誘導

し、インフラの整備を図る。 
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市街化調整区域においては、市街化の抑制を基調とし、緑地の

保全・活用・創出と都市農業の振興を基本とする。 

ウ 線引き見直し 

(ｱ) 持続可能な都市・横浜の実現を目指すため、優良農地などの

保全等の面から農林漁業との調和を図るとともに、以下に示

す区域を市街化区域に編入する。なお、ｂ、ｃ、ｄ及び eの区

域については、地域の合意形成、事業実施の見通しが立った際

に、地区計画によるまちづくり等と併せて、随時市街化区域に

編入する。 

a 既に市街化区域と同様の水準と認められる区域 

b 鉄道駅周辺及び徒歩圏域、高速道路インターチェンジ周

辺、幹線道路沿道、港湾機能強化に資する新たな埋立地に

おいて、都市インフラの整備効果を最大限に生かした土

地利用の促進を図る区域 

c 横浜経済を活性化させ、持続可能な都市経営を進めてい

くため、業務・工業系施設や学術・研究系施設において再

投資・機能強化などの促進を図る区域 

d 米軍施設跡地等の大規模土地利用転換への適切な対応を

図る区域 

e 市街化区域の縁辺部等で住民等の多様な主体による魅力

あるまちづくりが行われる区域 

(ｲ) 市街化区域で一団の緑地等については、土地所有者等の意

向を踏まえながら、市街化調整区域への編入を行うことが望

ましい。 

 

市街化調整区域においては、市街化の抑制を基調とし、緑地の

保全・活用・創出と都市農業の振興を基本とする。 

ウ 線引き見直し 

(ｱ) 横浜型のコンパクトな市街地形成を目指すため、優良農地

などの保全等の面から農林漁業との調和を図るとともに、既

に市街化区域と同様の水準と認められる区域を市街化区域へ

編入し、鉄道駅・高速道路インターチェンジ周辺、米軍施設跡

地、既存施設の機能更新が見込まれる業務・工業系用地及び港

湾機能の強化等を目的に新たに造られた埋立地において、戦

略的・計画的に土地利用を進める区域及び市街化区域の縁辺

部等においてまちづくりが進められる区域は、地域の合意形

成、事業実施の見通しが立った際には、地区計画によるまちづ

くり等と併せて随時市街化区域へ編入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 市街化区域で一団の緑地等については、土地所有者等の意

向を踏まえながら、市街化調整区域への編入を行うことが望

ましい。 
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② 市街化区域及び市街化調整区域に配置されるべきおおむねの人

口及び産業の規模 

ア 人口の規模 

本区域の将来における人口の推計を次のとおり想定する。 

 

 

           年 次 

  区 分 

平成 27年 令和 22年  

都市計画区域内人口 3,725千人 おおむね 3,524千人 

市街化区域内人口 3,597千人 おおむね 3,404千人 

市街化区域内人口は、保留された人口を含むものとする。 

 

イ 産業の規模 

本区域における産業の規模は次のとおりである。 

                 年 次 

  区 分 

平成 27年 令和 22年  

生産規模 

工業出荷額 41,394億円 
おおむね

36,636億円 

 

市内総生産(卸小売

業) 
17,807億円 

おおむね

19,454億円 

令和22年の工業出荷額は、横浜市の平成23年から令和元年ま

での工業統計調査における製造品出荷額の実績を基に推計を行

った。 

令和22年の市内総生産（卸小売業）については、横浜市の平成

23年から令和元年までの横浜市統計書に基づく市内総生産（卸

小売業）の実績を基に推計を行った。 

② 市街化区域及び市街化調整区域に配置されるべきおおむねの人

口及び産業の規模 

ア 人口の規模 

本区域の将来における人口の推計を次のとおり想定する。 

 

 

           年 次 

  区 分 

平成 22年 平成 37年  

都市計画区域内人口 3,689千人 おおむね 3,718千人 

市街化区域内人口 3,588千人 おおむね 3,625千人 

市街化区域内人口は、保留された人口を含むものとする。 

 

イ 産業の規模 

本区域における産業の規模は次のとおりである。 

             年 次 

  区 分 

平成 22年 平成 37年  

生産規模 

工業出荷額 43,363億円 39,682億円 
 

市内総生産(卸小

売) 
14,637億円 15,881億円 

平成37年の工業出荷額は、横浜市の平成16年から平成25年ま

での工業統計調査における製造品出荷額の伸びの実績を基に推

計を行った。 

平成37年の市内総生産（卸小売）については、横浜市の平成2

0年から平成24年までの横浜市統計書に基づく市内総生産（卸小

売）の伸びの実績を基に推計を行った。 
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工業用地の規模については、横浜港港湾統計等を参考に推計

した目標年次に必要となる流通業務施設用地の敷地面積を用い

て算定を行った。 

 

 

③ 市街化区域のおおむねの規模及び現在市街化している区域との

関係 

本区域における市街化の現況及び動向などを勘案し、平成27年

時点で市街化している区域及び当該区域に隣接し令和22年までに

優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域を市街化区域とするこ

ととし、市街化区域の規模を次のとおり想定する。 

 

 年    次 令和 22年  

市街化区域面積 おおむね 33,913 ha 

市街化区域面積は、保留フレームに対応する市街化区域面積を

含まないものとする。 

 

３ 主要な都市計画の決定の方針 

都市の健全な発展を図るため、生活や生産などの都市活動の基盤と

して、住宅地、業務・商業地、工業地、道路、鉄道、上下水道、河川、

公園、緑地などが適切に配置されたバランスのとれた都市形成を推進

する。このため、都市機能の強化と市域の一体化の促進、効率的で適正

な土地利用による都市機能の向上、地域特性に応じた市街地環境の誘

導、魅力ある都市景観やにぎわいの形成、自然的環境や生物多様性の

保全、気候変動の影響への適応などの視点を踏まえ、計画的な土地利

また、「人・企業を呼び込み、投資を喚起する都市インフラの

充実」や「国際競争力のある港」の実現に伴う物流需要を担う産

業拠点の強化等により経済的発展を目指し、豊かさを生みだす

まちづくりを推進する。 

 

③ 市街化区域のおおむねの規模及び現在市街化している区域との

関係 

本区域における市街化の現況及び動向などを勘案し、平成22年

時点で市街化している区域及び当該区域に隣接しおおむね平成37

年までに優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域を市街化区域

とすることとし、市街化区域のおおむねの規模を次のとおり想定

する。 

 年    次 平成 37年  

市街化区域面積 おおむね 33,743 ha 

市街化区域面積は、保留フレームに対応する市街化区域面積を

含まないものとする。 

 

４ 主要な都市計画の決定の方針 

都市の健全な発展を図るため、生活や生産などの都市活動の基盤と

して、住宅地、業務・商業地、工業地、道路、鉄道、上下水道、河川、

公園、緑地などが適切に配置されたバランスのとれた都市形成を図る。

このため、都市機能の強化と市域の一体化の促進、効率的で適正な土

地利用による都市機能の向上、魅力ある市街地環境の創造と自然的環

境の保全、地域特性に応じた市街地環境の誘導などの視点を踏まえ、

計画的な土地利用を推進する。また、社会経済状況の変化などを踏ま
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用や都市施設の整備を推進する。また、社会経済状況の変化などを踏

まえ、必要に応じた都市計画の見直しを検討する。 

特に、2050 年の脱炭素化に向け、土地利用・都市施設の整備・市街

地開発事業・自然的環境の整備又は保全などの都市計画分野全般にお

いて、脱炭素社会・循環型社会の実現に資する取組をより一層推進す

る。そのため、再生可能エネルギーの導入や住宅・建築物の脱炭素化、

効率的な移動・輸送に資する交通ネットワークの構築、環境負荷の低

減につながる交通の普及、下水道資源の有効利用、エネルギーの自立

分散化や効率的なエネルギーマネジメントシステムの構築等の取組を

進める。 

 

(1) 土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針 

① 主要用途の配置の方針 

ア 業務・商業地 

横浜経済の活力向上を図り、様々な市民が利便性や快適性を

享受できる都市づくりを進めるために、業務・商業地を計画的に

配置する。 

(ｱ) 横浜都心 

羽田空港との高いアクセス性を生かし、高次の業務、商業、

文化、娯楽、観光、交流など更なる機能集積を図る。優れたビ

ジネス環境の構築にも資する質の高い住宅やサービスアパー

トメントの立地を誘導するとともに、外国人が安心して暮ら

すための外国語対応の生活関連施設などの整備を図る。 

 

さらに、ＭＩＣＥの戦略的誘致及び観光客やビジネス客の

え、必要に応じた都市計画の見直しを検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針 

① 主要用途の配置の方針 

ア 業務・商業地 

横浜経済の活力向上を図り、様々な市民が利便性や快適性を

享受できる都市づくりを進めるために、業務・商業地を計画的に

配置する。 

(ｱ) 横浜都心 

羽田空港との高いアクセス性を生かし、高次の業務、商業、

文化、観光、交流など更なる機能集積を図る。 

また、優れたビジネス環境の構築にも資する高規格な住宅

やサービスアパートメントの立地を誘導するとともに、外国

人が安心して暮らすための外国語対応の生活関連施設などの

整備を図る。 

更に、観光客やビジネス客の更なる呼び込みのため、受入環
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更なる呼び込みのため、受入環境や回遊性の向上、公共空間の

利活用等を図る。 

 

また、都心機能強化とともに、水や緑によるネットワークを

創出するなど、都心の街並みと海・川を生かした豊かな環境整

備を進める。 

(ｲ) 新横浜都心 

新幹線などによる広域交通ターミナルとしての利便性を生

かし、広域的な業務・商業機能の集積のほか、医療・福祉機能

や横浜国際総合競技場などの施設立地を生かした交流機能な

ど、多様な機能集積を図る。また、自然的環境と共生しなが

ら、地域特性に応じた機能誘導と合わせた都市型住宅の整備

等、居住機能の強化を図ることなどにより、職住近接を実現す

る。 

(ｳ) 鉄道駅周辺 

地域特性・ニーズに対応した生活利便施設・福祉施設、多様

な働き方を実現する施設等の都市機能の集積を図り、個性あ

る生活拠点を形成する。 

(ｴ) 郊外部の活性化拠点 

複合的な集客施設の立地等により国内外から人を呼び込む

観光とにぎわいの拠点形成を図るなど、郊外部における活性

化拠点の形成を進める。 

イ 工業地 

先端技術産業など工業の高度化・再編成に対応し、雇用の場を

確保するため、先進的な環境を持つ活力ある工業地の形成を計

境や回遊性の向上、さらに中大型国際会議や医学系会議など

波及効果の大きいＭＩＣＥの誘致に資するＭＩＣＥ機能の強

化・拡充を図る。 

また、都心機能強化とともに、水や緑によるネットワークを

創出するなど、都心の街並みと海・川を生かした豊かな環境整

備を進める。 

(ｲ) 新横浜都心 

新幹線などによる広域交通ターミナルとしての利便性を生

かし、広域的な業務・商業機能の集積のほか、医療・福祉機能

や横浜国際総合競技場などの施設立地を生かした交流機能な

ど、多様な機能集積を図る。また、自然的環境と共生しなが

ら、地域の実状に応じた機能拡充と合わせた都市型住宅の整

備など、居住機能の強化を図ることなどにより、職住近接を実

現する。 

(ｳ) 鉄道駅周辺 

圏域の人口変動や地域特性・ニーズに対応した、生活利便施

設・福祉施設等の都市機能の集積を図り、個性ある生活拠点を

形成する。 

 

 

 

 

イ 工業地 

先端技術産業など工業の高度化・再編成に対応し、雇用の場を

確保するため、先進的な環境を持つ活力ある工業地の形成を計
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画的に進める。 

既成工業地では、土地の高度利用、生産環境の改善等により、

良好な操業環境の保全を図る。 

(ｱ) 臨海部の工業地 

産業の機能更新・高度化を促進するとともに、事業所の再編

整備に合わせた新たな産業の立地誘導等を進め、世界最先端

の生産・研究開発拠点としての機能維持・向上を図る。 

 

(ｲ) 内陸部の工業地 

産業集積を生かした企業立地、操業環境の保全、機能の更

新・高度化を図ることを基本とし、大規模な土地利用の転換が

あった場合には、地域特性に応じた適切な土地利用の誘導や

地域に必要な機能を導入する。 

ウ 流通業務地 

広域交通体系の整備に対応した物流機能の充実強化と集約再

編を図るとともに、物流の効率化と体系化のための新たな流通

業務地の形成を計画的に進める。 

(ｱ) 港湾関連流通業務地 

海運動向に的確に対応し、コンテナふ頭の再編･強化や先進

的な施設の整備とともに、新たなふ頭整備を進め、国際コンテ

ナ戦略港湾にふさわしい機能強化を図る。 

(ｲ) その他の流通業務地 

既存の物流施設の拡充を図るとともに、高速道路インター

チェンジ周辺などの交通利便性の高い地区で、倉庫や配送セ

ンター等の流通業務地の形成を図る。 

画的に進める。 

既成工業地では、土地の高度利用、生産環境の改善等により、

良好な操業環境の保全を図る。 

(ｱ) 臨海部の工業地 

産業の機能更新・高度化を促進するとともに、事業所の再編

整備に合わせた新たな産業の立地誘導等を図ることにより、

世界最先端の生産・研究開発拠点としての機能維持・向上を図

る。 

(ｲ) 内陸部の工業地 

産業集積を生かした企業立地、操業環境の保全、機能の更

新・高度化を図ることを基本とし、大規模な土地利用の転換が

あった場合には、地域特性に応じた適切な土地利用の誘導や

地域に必要な機能を導入する。 

ウ 流通業務地 

広域交通体系の整備に対応した物流機能の充実強化と集約再

編を図るとともに、物流の効率化と体系化のための新たな流通

業務地の形成を計画的に進める。 

(ｱ) 港湾関連流通業務地 

海運動向に的確に対応し、コンテナ埠頭の再編･強化や先進

的な施設の整備とともに新たな埠頭整備を進め、国際コンテ

ナ戦略港湾に相応しい機能強化を図る。 

(ｲ) 卸売流通業務地 

既存の物流施設の拡充と新たな埋立地の利用促進を図ると

ともに、高速道路インターチェンジ周辺などの交通利便性の

高い地区で、倉庫や配送センター等の卸売流通業務地の形成
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特に、郊外部の活性化拠点において、広域的な幹線道路等と

の近接性を生かし、効率的な国内物流を展開する新たな拠点

を形成する。 

エ 住宅地 

地域の個性や特色に応じた魅力的な居住を実現し、豊かさを

実感できる良質で持続可能な居住環境を確保することにより、

人口減少社会にあっても選択されうる住宅市街地の形成を進め

るとともに、既存の住宅市街地を中心に持続可能なまちづくり

を進める。 

都心部では、国際的なニーズに応えられる業務・商業施設等と

質の高い住宅が適切に共存した土地利用を促進するなど、都心

にふさわしい魅力的な住環境の形成を推進する。 

鉄道駅周辺においては、身近なエリアで働くことのできる場

や生活利便施設などの都市機能の集積や多様な住まいの供給に

より、個性ある生活拠点を形成する。 

駅から離れた住宅地では、緑豊かな自然環境を生かしつつ、土

地利用の整序・転換、地域の公共交通維持・活性化、日常的な買

物・サービス施設、身近なエリアで働くことのできる場等の整

備・誘導を図り、豊かな住宅市街地を形成する。 

 

  ② 市街地における建築物の密度の構成に関する方針 

   ア 業務・商業地 

都心部については、高密度を基本とし、また鉄道駅周辺につい

ては、高・中密度を基本とするなど、それぞれの地域特性に応じ

た適正な密度の土地利用を図る。 

を図る。 

 

 

エ 住宅地 

地域の個性や特色に応じた魅力的な居住を実現し、豊かさを

実感できる良質で持続可能な居住環境を確保することにより、

人口減少社会の到来にあっても選択されうる住宅市街地の形成

を進めるとともに、既存の住宅市街地を中心にコンパクトなま

ちづくりを進める。 

 

 

 

 

 

 

駅から離れた郊外住宅地などでは、緑豊かな自然環境を生か

しつつ、土地利用の整序・転換、地域の公共交通維持・活性化、

日常的な買物・サービス施設等の整備・誘導を図り、豊かな住宅

市街地を形成する。 

 

  ② 市街地における建築物の密度の構成に関する方針 

   ア 業務・商業地 

横浜都心、新横浜都心については、適正な高密度を基本とし、

鉄道駅周辺については、適正な高・中密度を基本とし、それぞれ

の地域特性に応じた適正な密度の利用を図る。 
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   イ 工業地・流通業務地 

臨海部の埋立地等に形成された工業地・流通業務地について

は、その用途に応じた適正な密度の土地利用を図る。 

内陸部の工業地・流通業務地については、周辺住宅地等への影

響に十分配慮しつつ、良好な操業環境を保全するため、適正な密

度の土地利用を図る。 

   ウ 住宅地 

地域特性にふさわしい住宅の形態・密度等を誘導し、適正な密

度の土地利用を図る。 

 

③ 特に配慮が必要な市街地の土地利用の方針 

ア 土地の高度利用に関する方針 

都心部及び鉄道駅周辺では、都市基盤整備と土地の高度利用

を図りつつ、業務・商業施設をはじめとする都市機能の立地、誘

導を促進する。 

イ 用途転換、用途純化又は用途の複合化に関する方針 

(ｱ) 都心部及び鉄道駅周辺における工業地等において、適正な

土地の高度利用を図ることが必要な地区については、業務・商

業・住宅を中心とする用途へ転換を進め、その他の地区につい

ては、周辺地域との整合を考慮し、適切な再整備を推進する。 

 

(ｲ) 工業地として保全・育成していくべき地区については、共同

住宅等の立地を抑制し、工業地としての適正な誘導及び操業

環境の改善を図るとともに、機能の更新を進めていく。 

(ｳ) 住工混在地区においては、地域特性に応じて混在の解消、用

   イ 工業地・流通業務地 

臨海部の埋立地等に形成された工業地・流通業務地について

は、その用途に応じた適正な密度の利用を図る。 

内陸部の工業地・流通業務地については、周辺住宅地等への影

響に十分配慮しつつ、良好な操業環境を保全するため、適正な密

度の利用を図る。 

   ウ 住宅地 

地域特性に相応しい住宅の形態・密度等を誘導し、適正な利用

を図る。 

 

③ 特に配慮が必要な市街地の土地利用の方針 

ア 土地の高度利用に関する方針 

横浜都心、新横浜都心、鉄道駅周辺では、都市基盤整備と土地

の高度利用を図りつつ、業務・商業施設をはじめとする都市機能

の立地、誘導を促進する。 

イ 用途転換、用途純化又は用途の複合化に関する方針 

(ｱ) 横浜都心、新横浜都心又は鉄道駅周辺における工業地等に

おいて、適正な土地の高度利用を図ることが必要な地区につ

いては、業務・商業・住宅を中心とする用途へ転換を図り、そ

の他の地区については、周辺地域との整合を考慮し、適切な再

整備を図る。 

(ｲ) 工業地として保全・育成していくべき地区については、共同

住宅等の立地を抑制し、工業地としての適正な誘導及び操業

環境の改善を図るとともに、機能の更新を進めていく。 

(ｳ) 住工混在地区においては、地域特性に応じて混在の解消、用
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途の純化、又は適正な共存を図り、都市環境の向上に努める。 

(ｴ) 港湾・流通機能から機能転換を図るべき地区については、地

区の状況にふさわしい多様な機能の集積と高度な機能への転

換を進めていく。 

(ｵ) 幹線道路の整備等に伴い、用途の転換を図るべき地区につ

いては、土地の高度利用、建築物の不燃化を促進しつつ、地区

の状況に応じた用途転換を進めていく。 

ウ 居住環境の改善又は維持に関する方針 

市内のそれぞれの地域が目指す将来像にふさわしい住宅の形

態・密度等の誘導により、居住環境の向上を図る。 

 

 

なお、地域特性に基づく居住環境の改善又は維持に関する事

項については「住宅市街地の開発整備の方針」に定める。 

エ 市街化区域内の緑地・農地又は風致の維持に関する方針 

(ｱ) 緑地・農地等については、都市の貴重なオープンスペースと

して保全・活用・創出することを基本とする。 

・緑地は、健康的で潤いと憩いのある住みよい都市づくりを

進めるために不可欠であり、生物多様性の保全や防災・減災

にも資するなど、市民の暮らしの基盤であることから、一団

のまとまりのある樹林地のほか、小規模な緑地についても、

土地所有者等の協力を得ながら、特別緑地保全地区の指定

等により積極的な保全に努める。 

・緑地等を含んで開発が行われる場合には、計画的な緑地の

保全・創出や、周辺土地利用との調和を図り、魅力ある持続

途の純化、又は適正な共存を図り、都市環境の向上に努める。 

(ｴ) 港湾・流通機能の機能転換を図るべき地区については、地区

の状況に相応しい多様な機能の集積と高度な機能への転換を

図る。 

(ｵ) 幹線道路の整備等に伴い、用途の転換を図るべき地区につ

いては、土地の高度利用、建築物の不燃化を促進しつつ、地区

の状況に応じた用途転換を図る。 

ウ 居住環境の改善又は維持に関する方針 

市街地開発事業や地区計画などの都市計画手法のほか、住宅

市街地総合整備事業や建築協定、景観協定などを活用しつつ、市

内のそれぞれの地域が目指す将来像に相応しい住宅の形態・密

度等の誘導により、居住環境の向上を図る。 

なお、地域特性に基づく居住環境の改善又は維持に関する事

項については「住宅市街地の開発整備の方針」に定める。 

エ 市街化区域内の緑地・農地又は風致の維持に関する方針 

(ｱ) 緑地・農地等については、都市の貴重なオープンスペースと

して保全・活用・創出することを基本とする。 

・緑地は、健康的で潤いと憩いのある住みよい都市づくりを

進めるために不可欠であり、生物多様性の保全や防災・減災

に資するなど市民の暮らしの基盤であることから、一団の

まとまりのある樹林地のほか、小規模な緑地についても土

地所有者等の協力を得ながら、特別緑地保全地区の指定等

により積極的に保全に努める。 

・緑地等を含んで開発が行われる場合には、計画的な緑地の

保全・創出や、周辺土地利用との調和を図り、魅力ある持続



19 
 

新 旧 

可能な住環境づくりを積極的に進める。 

・農地については、魅力的な住環境を創出する付加価値を持

った地域資源として、生産緑地地区の指定等による計画的

保全や利活用について検討する。 

(ｲ) 地域の歴史・文化資産、公園等の公共空間、水際線、河川、

丘陵等の自然的環境の保全を図るとともに、柔軟な利活用を

行い、個性と魅力にあふれたまちづくりを積極的に展開する。 

オ 都市景観やにぎわいの形成に関する方針 

(ｱ) 各地域の多様な特性を生かした魅力と個性のある景観やに

ぎわいを創出し、地域における人と都市・自然環境との関係の

総体を良好なものとしていくことを目指し、継続的な景観形

成に取り組む。また、景観計画、都市景観協議地区等の関連制

度・施策との連携を図りつつ、多様な主体の参加・協働による

継続的な景観の維持向上に取り組む。 

(ｲ) 歴史的資源やその他の観光資源について、それぞれの歴史

や個性を生かした柔軟な利活用や適正な土地利用を行い、に

ぎわいの形成を図る。 

 

④ 市街化調整区域の土地利用の方針 

都市に潤いを与える貴重な緑地や農地を中心に保全し、市民が

自然に親しむとともに、レクリエーションにも利用できる場とし

て利活用を図るなど、開発を基本的に抑制し、市街化調整区域の地

域特性に応じた土地利用を実現する。また、骨格的な都市インフラ

等の整備にあたっては、無秩序な市街化を防止しつつ、地域の活性

化や地域課題の解決に資する機能などの導入に向け、周辺土地利

可能な住環境づくりを積極的に進める。 

・農地については、魅力的な住環境を創出する付加価値を持

った地域資源として、市街地整備と一体的にその計画的保

全や利活用について検討する。 

(ｲ) 地域の歴史、文化資産や水際線、河川、丘陵等の自然的環境

を保全・活用し、個性と魅力にあふれたまちづくりを積極的に

展開する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 市街化調整区域の土地利用の方針 

都市に潤いを与える貴重な緑地や農地を中心に保全し、市民が

自然に親しみ、レクリエーションの場として利活用を図るなど、開

発を基本的に抑制し、市街化調整区域の地域特性に応じた土地利

用を実現する。また、骨格的な都市基盤施設等の整備にあたって

は、無秩序な市街化を防止しつつ、地域の活性化や地域課題の解決

に資する機能などの導入に向け、周辺土地利用の計画的な保全、誘
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用の計画的な保全、誘導を行う。無秩序な施設立地などによる土地

利用の混在、社会情勢の変化や自然環境の喪失などの課題に対応

するため、土地利用の実態や都市インフラの整備状況など地域の

実情を踏まえ、必要に応じて適正な土地利用の実現に向けた都市

計画制度の活用を図る。 

ア 優良な農地との健全な調和に関する方針 

優良な農地は農業専用地区等に指定するなど、営農環境の向

上やその保全に努め、持続可能な都市農業を推進する。 

イ 災害防止の観点から必要な市街化の抑制に関する方針 

浸水や崖崩れ等の災害を防止するため、河川流域内の保水・遊

水機能を有する地域の保全に努める。また、避難場所や救援拠

点、延焼防止等の防災・減災に資する場として、公園や緑地など

の保全に努める。 

ウ 自然環境形成の観点から必要な保全に関する方針 

一団のまとまりのある緑地等は、特別緑地保全地区、市民の

森、公園等によりその保全に努め、市民の散策や憩いの場とする

ほか、環境学習や自然体験等の場として活用を図る。 

エ 秩序ある都市的土地利用の実現に関する方針 

 

 

 

 

 

 

 

導を行う。無秩序な施設立地などによる土地利用の混在、地域の活

力の低下や自然環境の喪失などの課題に対応するため、土地利用

の実態など地域の実情を踏まえ、必要に応じて適正な土地利用の

実現に向けた都市計画制度の導入を図る。 

 

ア 優良な農地との健全な調和に関する方針 

優良な農地は農業専用地区等に指定するなど、営農環境の向

上やその保全に努める。 

イ 災害防止の観点から必要な市街化の抑制に関する方針 

浸水や崖崩れ等の災害を防止するため、河川流域内の保水・遊

水機能を有する地域の保全に努める。また、災害時における避難

場所や救援拠点、延焼防止等防災・減災につながる場として、公

園や緑地などの保全に努める。 

ウ 自然環境形成の観点から必要な保全に関する方針 

一団のまとまりのある緑地等は、特別緑地保全地区、市民の

森、公園等によりその保全に努め、市民の散策や憩いの場とする

ほか、環境学習や自然体験等の場として活用を図る。 

エ 秩序ある都市的土地利用の実現に関する方針 

鉄道駅や高速道路インターチェンジ周辺等の都市基盤施設

の整備効果を最大限に生かすことや、米軍施設跡地等の大規

模土地利用転換にも適切に対応するとともに、横浜市の魅力

である良好な緑や農の保全などとのバランスを図りながら、

新たな投資の喚起や民間活力を誘導した機能強化など、持続

的な都市の成長・発展につながる土地利用の誘導を図る必要

がある。 
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農地や緑地などの保全、持続可能な都市農業の推進、自然環境の

調和と地域の課題解決などに資する魅力あるまちづくりが行われ

る地区において、骨格的な都市インフラの整備状況等を勘案した

上で、横浜市の土地利用に関する方針と整合し、農林漁業との調和

を図るとともに、土地所有者等の合意形成や事業の実施が確実に

なった際には、地域特性に応じた調整区域地区計画も併せて検討

する。 

次の地区について、優良農地などの保全等の面から農林漁

業との調和を図るとともに、地域の合意形成や事業実施の見

通しが立った際には、地区計画によるまちづくり等と併せて

市街化区域へ編入する。 

(ｱ) 都市基盤の整備に合わせた土地利用転換を進める地区 

・鉄道駅や高速道路インターチェンジの整備が予定されて

いる地区 

・米軍施設跡地 

(ｲ) 都市的土地利用を誘導することで都市活力の向上につ

ながる地区 

・鉄道駅や高速道路インターチェンジの周辺において都市

的土地利用の可能性が見込まれる地区 

また、市街化区域の縁辺部等で、住民等の多様な主体に

よる魅力あるまちづくりが行われる地区においても、横浜

市の土地利用に関する方針と整合し、かつ、優良農地など

の保全等の面から農林漁業との調和を図るとともに、地域

の合意形成や事業実施の見通しが立った際には、地区計画

によるまちづくり等と併せて市街化区域へ編入する。 

さらに、農地や緑地などの保全、自然環境の調和と地域

の課題解決などに資する魅力あるまちづくりが行われる

地区において、骨格的な都市基盤整備状況等を勘案した上

で、横浜市の土地利用に関する方針と整合し、農林漁業と

の調和を図るとともに、土地所有者等の合意形成や事業の

実施が確実になった際には、地域特性に応じた調整区域地

区計画の適用を図る。 
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⑤ 都市防災に関する土地利用の方針 

様々な自然災害から市民の生命を守ることを最優先とし、併せ

て経済的・物的な被害を最小化するため、防災・減災の取組や災害

時の都市機能の確保に向けた取組、災害リスクの低減に向けた土

地利用の誘導と安全な市街地の形成など強靭な都市づくりを進め

るとともに、自助・共助の取組との連携をはじめとした事前の備え

を着実に推進する。 

・木造住宅密集市街地等の延焼の危険性を抑制するため、建築物

の不燃化等を推進する。なお、防災街区としての整備について

は、「防災街区整備方針」に定めるものとする。 

・高層建築物や地下街等の大規模な建築物、石油コンビナートな

ど危険物等を取り扱う施設の防災対策を図る。 

・建物倒壊防止のため、耐震化を促進する。特に地盤の液状化の可

能性が高い地域では、公共建築物等の工事に際し、その施設構造

物自体の強化や地盤改良など、液状化対策を進める。 

・崖地の改善及び警戒避難体制の整備を図り、崖崩れ対策を進め

るとともに、大規模盛土造成地の崩落防止のため、宅地の耐震化

を促進する。 

・気候変動に伴い激甚化・頻発化する風水害に対し、流域全体のあ

らゆる関係者が一体となって取り組む流域治水を推進する。 

・人命救助や支援物資の輸送、復旧・復興活動が迅速に行われるよ

一方、特別緑地保全地区などの一団の貴重な緑地等につ

いては、土地所有者等の意向を踏まえながら、市街化調整

区域への編入に努めるものとする。 
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う、物流拠点等との災害時の連携を図る。 

 

(2) 都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針 

(2-1) 交通施設の都市計画の決定の方針 

① 基本方針 

ア 交通体系の整備の方針 

誰もが安全・安心・円滑・快適に移動でき、環境負荷の低減に

も資する交通の実現を目指し、総合的な交通体系の整備を進め

る。 

鉄道や道路などの交通施設については、まちづくりや環境に

調和させながら整備を進め、利便性向上に資する良好な交通ネ

ットワークの形成を図る。特に、米軍施設跡地等で土地利用転換

を行う場合は、必要に応じて道路など周辺の都市基盤整備を進

める。なお、地域の実情や社会経済状況の変化を踏まえ、その必

要性やルート・構造など、必要に応じて見直しを行う。また、国

際競争力を強化するため、新幹線や海路、航空路等との連携を図

り、国内外とのアクセス性を向上させる広域的な交通ネットワ

ークの構築を進める。広域的な都市基盤整備にあたっては、周辺

都市と連携を図りながら着実に整備を推進する。 

日常生活で誰もが移動しやすい地域交通の充実に向けて、既

存の公共交通機関であるバスやタクシーの活用に加えて、パー

ソナルモビリティのシェアリングや ICT の活用等により、身近

な生活拠点への移動サービスを確保する。また、にぎわいの連鎖

につながる回遊性の向上を図るため、一人ひとりのニーズに合

わせたきめ細かな移動サービスや移動自体が楽しく感じられる

 

 

(2) 都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針 

(2-1) 交通施設の都市計画の決定の方針 

① 基本方針 

ア 交通体系の整備の方針 

誰もが移動しやすく環境にやさしい交通の実現を目指し、鉄

道や道路などの交通施設をまちづくりや環境に調和させながら

整備を進め、鉄道、自動車、バスなどの交通機関が効率的に利用

されるよう、移動の円滑化に資する交通の運営・管理を進める。 

また、人や企業を呼び込むとともに、人やモノの交流による市

内産業拠点の活性化を図り、都市としての競争力を高めていく

ため、広域的な交通結節点と市内の拠点間のアクセスを一層強

化する。 

都市計画道路等については、地域の実情や社会経済状況の変

化を踏まえ、その必要性やルート・構造など、必要に応じて見直

しを行い、良好な交通ネットワークの形成に資するように配置

する。 
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多彩な交通を充実させる。 

老朽化が進行している都市インフラについては、維持保全及

び更新にかかる費用の増大が見込まれることから、計画的に保

全・更新することにより、安全で強靭な都市インフラを構築す

る。また、人命救助や支援物資の輸送、復旧・復興活動に資する

交通路・輸送路の確保、防災性向上のため、主要な高速道路や幹

線道路の整備、道路沿道の建築物の更なる耐震化の促進を図る

とともに、狭あい道路の拡幅整備や延焼遮断帯の形成に資する

都市計画道路の整備を推進する。 

イ 整備水準の目標 

おおむね 10年以内で、整備済みを含めて 500㎞程度を目標と

して幹線道路網等の整備を進める。 

 

② 主要な施設の配置の方針 

ア 道路 

市内各地域の連絡の強化を図るとともに、横浜の臨海部と国

土軸である東名高速道路とのアクセス強化や首都圏内のネット

ワーク強化を図るため、横浜環状道路等の高速道路の整備を進

める。さらに、市域の一体化を目的とした環状道路、市中心部と

郊外部を結ぶ放射道路等からなる体系的なネットワークの形成

を図るとともに、港湾活動や臨海部の交通利便性を高める路線

の整備を進める。 

また、米軍施設跡地等で土地利用転換を行う場合は、それらに

伴う土地利用の展開と交通需要の動向等を踏まえた、路線等の

検討・整備を進める。 

 

老朽化が進行している都市基盤については、維持保全及び更

新にかかる費用の増大が見込まれることから、計画的に保全・更

新することにより、安全で強靭な都市基盤を構築する。 

なお、広域的な都市基盤整備にあたっては、周辺都市と連携を

図りながら着実に整備を推進する。 

 

 

 

イ 整備水準の目標 

平成 37 年(2025 年)までに整備済みを含めて 500 ㎞程度を目

標として幹線道路網等の整備を進める。 

 

② 主要な施設の配置の方針 

ア 道路 

市内各地域の連絡の強化を図るとともに、横浜の臨海部と国

土軸である東名高速道路とのアクセス強化や、圏央道の活用な

どによる首都圏全体への連絡強化を図るため、放射・環状型の自

動車専用道路、市域の一体化を目的とした環状道路、市中心部と

郊外部を結ぶ放射道路等の幹線道路等からなる体系的なネット

ワークの形成を図る。また、港湾活動や臨海部の交通利便性を高

める路線の整備を進める。 
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イ 都市高速鉄道等 

市内外拠点間の連絡強化に資する既設路線延伸等の鉄道整備

を基本とし、相互直通運転による乗換えの解消・円滑化や車両編

成の拡大など、既存ストックの有効活用や輸送力増強等を図る

とともに、羽田空港や中央新幹線（リニア）駅とのアクセス強化

を図る。 

 

 

 

また、鉄道で分断された地域の一体化や踏切による交通渋滞

の解消を図るため、連続立体交差事業について順次検討を進め

る。 

ウ 駅前広場等 

交通結節点において、各種交通機関の相互連絡を改善強化す

るとともに、良好な環境や防災的空間を確保し、利用者の利便

性、快適性、安全性の向上を図るため、必要に応じて駅前広場、

駐車場、自動車ターミナル等を整備する。また、老朽化の進行や

駐輪需要の変化を踏まえ、適正な配置、規模の自転車駐車場の再

整備を民間活力も活用しながら実施する。 

 

③ 主要な施設の整備目標 

おおむね 10年以内に整備することを予定している主要な施設は

次のとおりとする。 

 

 

イ 都市高速鉄道等 

市内外拠点間の連絡強化のための既設路線延伸等の鉄道整備

を基本とし、相互直通運転による乗換えの解消・円滑化や、車両

編成の拡大など、既存ストックの有効活用や輸送力増強等を図

るとともに、羽田空港や中央新幹線（リニア）駅とのアクセス強

化を図る。 

旧上瀬谷通信施設の跡地利用などの大規模な開発等に対応す

るため、それらに伴う土地利用の展開と輸送需要の動向を踏ま

えつつ、中量軌道等の新たな交通の導入について検討を進める。

また、鉄道で分断された地域の一体化や踏切による交通渋滞の

解消を図るため、連続立体交差事業（京浜急行本線、相模鉄道本

線、ＪＲ南武線、東急東横線など）について順次検討を進める。 

ウ 駅前広場等 

交通結節点において、各種交通機関の相互連絡を改善強化す

るとともに、良好な環境や防災的空間を確保し、利用者の利便

性、快適性、安全性の向上を図るため、必要に応じて駅前広場、

駐車場、自動車ターミナル等を整備する。 

 

 

 

③ 主要な施設の整備目標 

おおむね 10年以内に整備することを予定している主要な施設は

次のとおりとする。 
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交通施設の種類 交通施設の名称 

自動車専用道路 １・３・３ 高速横浜環状南線 

 

１・４・７ 横浜湘南道路   等 

 

幹線道路等 

 

３・１・３ 東京大師横浜線 

３・１・７ 栄本町線（支線１号線） 

３・２・１ 横浜藤沢線 

３・２・２ 羽沢池辺線 

３・２・12 上郷公田線 

 

３・３・２ 高島本牧線 

３・３・３ 山下長津田線 

 ３・３・５ 横浜鎌倉線 

３・３・９ 国道１６号線 

３・３・11 環状３号線 

３・３・16 桂町戸塚遠藤線 

３・３・17 下永谷大船線 

３・３・22 中山北山田線 

３・３・24 宮内新横浜線 

３・３・26 川崎町田線 

３・３・27 国道１号線 

３・３・32 横浜上麻生線 

３・３・33 東神奈川線 

 

交通施設の種類 交通施設の名称 

自動車専用道路 １・３・３ 高速横浜環状南線 

１・４・６ 高速横浜環状北線 

１・４・７ 横浜湘南道路 

１・４・８ 高速横浜環状北西線  等 

幹線道路 

 

３・１・３ 東京大師横浜線 

３・１・７ 栄本町線（支線１号線） 

３・２・１ 横浜藤沢線 

３・２・２ 羽沢池辺線 

３・２・12 上郷公田線 

３・２・13 川向線 

 

３・３・３ 山下長津田線 

  

３・３・９ 国道１６号線 

３・３・11 環状３号線 

３・３・16 桂町戸塚遠藤線 

３・３・17 下永谷大船線 

３・３・22 中山北山田線 

３・３・24 宮内新横浜線 

３・３・26 川崎町田線 

３・３・27 国道１号線 

３・３・32 横浜上麻生線 

３・３・33 東神奈川線 

３・３・35 横浜駅西口線 
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３・３・45 佐江戸北山田線 

３・３・46 鳥山線 

 

３・３・49 新吉田線 

３・３・50 恩田元石川線 

３・３・52 栄千若線 

３・３・53 上川井瀬谷１号線 

３・３・54 上川井瀬谷２号線 

３・４・１ 桜木東戸塚線 

３・４・２ 横浜逗子線 

３・４・３ 環状４号線 

３・４・５ 戸塚大船線 

３・４・10 権太坂和泉線 

３・４・12 鴨居上飯田線 

３・４・13 横浜厚木線 

３・４・14 三ツ境下草柳線 

３・４・21 東京丸子横浜線 

３・４・45 田谷線 

 

３・４・52 長津田駅南口線 

３・４・53 新吉田中川線 

３・４・54 下飯田線 

３・４・56 中山駅南口線 

３・５・２ 汐見台平戸線 

３・３・40 中田さちが丘線 

 

３・３・46 鳥山線 

３・３・48 長島大竹線 

３・３・49 新吉田線 

３・３・50 恩田元石川線 

 

 

 

３・４・１ 桜木東戸塚線 

３・４・２ 横浜逗子線 

３・４・３ 環状４号線 

３・４・５ 戸塚大船線 

３・４・10 権太坂和泉線 

３・４・12 鴨居上飯田線 

３・４・13 横浜厚木線 

 

３・４・21 東京丸子横浜線 

３・４・45 田谷線 

３・４・51 岸谷生麦線 

３・４・52 長津田駅南口線 

３・４・53 新吉田中川線 

３・４・54 下飯田線 

 

３・５・２ 汐見台平戸線 
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３・５・３ 泥亀釜利谷線 

３・５・６ 瀬谷地内線 

３・５・８ 六角橋線 

３・５・12 綱島日吉線 

３・５・13 大田神奈川線 

 

３・６・３ 中田三ツ境線 

３・６・５ 保土ケ谷二俣川線 

３・６・10 綱島駅東口線   等 

 

都市高速鉄道等  

相模鉄道本線（鶴ヶ峰駅付近）※連続立体交差事業 

 

高速鉄道３号線（あざみ野～すすき野付近） 

等 

駅前広場等 小机駅南口駅前広場 

 

長津田駅南口駅前広場 

 

 

 

下飯田駅前広場 

 

横浜駅東口駅前広場 

３・５・３ 泥亀釜利谷線 

 

３・５・８ 六角橋線 

 

３・５・13 大田神奈川線 

３・５・25 瀬谷駅南口線 

 

３・６・５ 保土ケ谷二俣川線 

 

３・３・52 栄千若線 等 

都市高速鉄道等 相模鉄道本線（星川駅･天王町駅間）※連続立体交差事業 

相模鉄道本線（鶴ケ峰駅付近）※連続立体交差事業 

神奈川東部方面線（相鉄･JR直通線、相鉄･東急直通線） 

高速鉄道３号線（あざみ野～すすき野付近） 

金沢シーサイドライン（シーサイドライン金

沢八景暫定駅～京急金沢八景駅付近） 等 

駅前広場等 小机駅南口駅前広場 

金沢八景駅東口駅前広場 

長津田駅南口駅前広場 

新横浜駅北口駅前広場 

星川駅南口駅前広場 

大船駅北口駅前広場 

下飯田駅前広場 

瀬谷駅南口駅前広場 

横浜駅東口駅前広場 
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横浜駅西口駅前広場 

横浜駅東口自動車駐車場 

横浜駅西口自動車駐車場 

横浜駅東口自動車ターミナル 

関内駅交通広場 

中山駅南口駅前広場 

綱島駅東口駅前広場・交通広場 等 

おおむね 10年以内に都市計画を決定又は変更する施設、着手予

定、整備中及び供用する施設を含む。 

 

(2-2) 下水道及び河川の都市計画の決定の方針 

① 基本方針 

ア 下水道及び河川の整備の方針 

「快適で安全・安心な市民生活の確保」を図るため、次の諸点

を基本方針として下水道及び河川の整備を総合的に推進する。 

 

 

(ｱ) 快適な水環境の保全・創出 

下水道については、良好な水環境や水循環の創出に向けて、

高度処理の導入、下水処理水の再利用、自然の持つ多様な機能

を活用した雨水の保水浸透に取り組むとともに、将来にわた

り安定した下水道サービスを提供するため、下水道管の再整

備や水再生センターの再構築などを計画的に推進する。また、

脱炭素社会や循環型社会の実現に向けて、下水汚泥・消化ガ

ス・下水処理水などの下水道資源やエネルギーの活用、省エネ

横浜駅西口駅前広場 

横浜駅東口自動車駐車場 

横浜駅西口自動車駐車場 

横浜駅東口自動車ターミナル 等 

 

 

 

おおむね 10年以内に都市計画を決定又は変更する施設、着手予

定、整備中及び供用する施設を含む。 

 

(2-2) 下水道及び河川の都市計画の決定の方針 

① 基本方針 

ア 下水道及び河川の整備の方針 

環境創造の視点に立って、「水環境の改善」や「浸水被害の軽

減」に取り組み、市民が安心して暮らせる「快適で安全・安心な

市民生活の確保」を図るため、次の諸点を基本方針として下水道

及び河川の整備を総合的に推進する。 

(ｱ) 快適な水環境の保全・創造 

下水道については、持続可能な水環境の保全に向けて、施設

の更新に合わせた効率的な下水処理施設の高度処理化や合流

式下水道の改善によって、放流水質を向上する。 

汚泥焼却炉や発電機の燃料として下水汚泥の処理過程で発

生する消化ガスの活用、下水汚泥の燃料化、汚泥資源化センタ

ー等に隣接するごみ焼却工場との資源・エネルギーの相互利

用を推進する。また、下水再生水等を利用したエネルギー対
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ルギー設備や創エネルギー設備の導入などを推進する。 

 

河川については、都市の安全性を高めるため、河川整備や適

切な維持管理により、治水機能の向上等を図るとともに、自然

環境や社会環境、景観や水質、親水などに配慮した、人と自然

に優しい河川づくりを推進する。 

(ｲ) 安全・安心な都市づくり 

気候変動に伴い激甚化・頻発化する水害に対し、洪水や内水

氾濫等の被害をできる限り防ぎ、人命と社会経済活動を守る

安全・安心な都市づくりに向けて、流域全体の多様な主体が一

体となった流域治水の取組を進める。特に、特定都市河川流域

については、河川、下水道及び流域の自治体が一体となって浸

水被害対策を図る。 

河川の改修や雨水幹線等の整備により、目標整備水準の降

雨に対する浸水被害の防止を図るとともに、整備水準を超え

る降雨に対する浸水被害軽減のため、流域での貯留・浸透機能

向上による雨水の流出抑制対策やハザードマップの普及啓発

など、ハードとソフトが一体となった総合的な治水対策を推

進する。 

 

イ 整備水準の目標 

(ｱ) 下水道の整備は、原則として全市域に対し、気候変動を踏ま

えた 10年に１回の降雨に対応できる浸水対策を実施する。た

だし、自然排水区域等については、当面気候変動を踏まえた５

年に１回の降雨対応を整備目標とする。 

策・地球温暖化対策への貢献や良好な水環境の創出に取り組

む。 

河川については、都市の安全性を高めるため、河川整備や適

切な維持管理により、治水機能の向上等を図るとともに、自然

環境や社会環境、景観や水質、親水などに配慮した、人と自然

に優しい河川づくりを推進する。 

(ｲ) 安全・安心な都市づくり 

局地的大雨時に想定される下水道、水路や河川の氾濫によ

る浸水や崖崩れなどの水害対策や、都市化の進展に伴って喪

失した水循環の回復など、河川・下水道・流域が一体となった

総合的な治水対策を段階的に進める。特に、特定都市河川流域

については、河川、下水道及び流域の自治体が一体となって浸

水被害対策を図る。 

具体的には、河川・下水道に加えて水路等の既存施設を最大

限に活用するとともに、公園や樹林地等の保水・遊水機能を保

全するなど、水と緑が連携した流域対策を進める。 

都心部などの特に社会資本が集中する地域では、河川、雨水

幹線や雨水貯留施設などの整備と避難・警戒に必要な雨量情

報の提供や内水ハザードマップの公表などにより、ハード・ソ

フトの両面による大雨に強いまちづくりを進める。 

イ 整備水準の目標 

(ｱ) 下水道の整備は、原則として全市域に対し 10年に１回の降

雨（時間降雨量約 60mm）に対応できる浸水対策を実施する。

ただし、整備目標として自然排水区等については、当面５年に

１回の降雨（時間降雨量約 50mm）対応を目標とする。 
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また、地下街が発達している等、市民生活や都市機能に影響

する浸水の恐れがある地区について、地域特性を考慮した整

備水準を設定し、浸水対策を行う。 

（ｲ） 一級河川鶴見川等については、洪水による浸水被害から地

域の安全を確保するため、河川整備や適切な維持管理を行い、

治水対策を進める。 

二級河川帷子川の中下流区間については、時間降雨量おお

むね 82mm、一級河川恩田川、二級河川境川及び柏尾川につい

ては、時間降雨量おおむね 60mm、二級河川大岡川の上流区間

については、時間降雨量 50mmの降雨に対応できるよう、河川

整備や適切な維持管理を行う。 

二級河川侍従川については、老朽化した護岸の修繕や河床

整理などを行い、良好な水準に保つとともに、現地の状況に応

じて整備を行う。 

二級河川帷子川の上流区間、今井川、和泉川、阿久和川、い

たち川、準用河川舞岡川、日野川等については、時間降雨量

50mm の降雨に対応できるよう、河川整備を完了させるととも

に、適切な維持管理を行い、下流区間の河川管理者である国や

県との協議が整った河川から、河川整備計画に基づく時間降

雨量おおむね 60mmの降雨に対応できる整備を推進する。 

また、土砂堆積量の計測や河川点検など、デジタル技術を積

極的に活用し、河川・水路等維持管理の効率化・省力化を進め

る。 

 

 

また、地下街が発達している等、市民生活や都市機能に影響

する浸水の恐れがある地区について、地域特性を考慮した整

備水準を設定し、浸水対策を行う。 

（ｲ） 一級河川鶴見川等については、洪水による浸水被害から地

域の安全を確保するため、河川整備や適切な維持管理を行い

治水対策を進める。 

二級河川帷子川の中下流区間については、時間雨量おおむ

ね 82mm、一級河川恩田川、二級河川境川及び柏尾川について

は、時間雨量おおむね 60mm、二級河川大岡川の上流区間につ

いては、時間雨量 50mmの降雨に対応できるよう、河川整備や

適切な維持管理を行う。 

二級河川侍従川については、老朽化した護岸の修繕や河床

整理などを行い、良好な水準に保つとともに、現地の状況に応

じて整備を行う。 

二級河川帷子川の上流区間、今井川、和泉川、阿久和川、い

たち川、準用河川舞岡川、日野川については、当面、時間雨量

50mm の降雨に対応できるよう、河川整備や適切な維持管理を

行う。 
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② 主要な施設の配置の方針 

ア 下水道 

横浜市における地形条件や事業効果を勘案して、貯留管、雨水

調整池等の雨水貯留施設、ポンプ場、雨水幹線及び雨水浸透施設

を整備する。 

また、既存ストックの長寿命化とともに、再整備・再構築に合

わせて、耐震化、高度処理、脱炭素化などの機能向上を図る。 

 

 

 

 

 

イ 河川 

大雨などによる増水時に雨水を安全に流せるよう、狭く蛇行

した川を広く直線的な川とするため、拡幅や捷水路も含めた河

道の整備を進める。あわせて、雨水を一時的に貯留できるよう河

川遊水地の整備も行う。 

また、自然に配慮した川づくりを進め、河川環境の再生・保全

に努める。 

 

 

 

③ 主要な施設の整備目標 

おおむね 10年以内に整備することを予定している主要な施設は

次のとおりとする。 

② 主要な施設の配置の方針 

ア 下水道 

横浜市における地形条件や事業効果を勘案して、貯留管、雨水

調整池等の雨水貯留施設、ポンプ場、雨水幹線及び、雨水浸透施

設を整備する。 

施設の更新に合わせた高度処理の導入や、水処理施設、汚泥処

理施設の段階的な増設を進める。また、既存ストックの長寿命化

を図るとともに、施設更新時期等を捉え、環境配慮型施設への転

換を進める。 

合流式下水道の改善として雨水滞水池の整備や雨水吐室の改

良等を行うことにより、大雨時に汚濁物の一部が川や海へ流出

する回数を減らし、川や海の水質改善を図る。 

イ 河川 

一級河川鶴見川、恩田川等、二級河川境川、柏尾川、和泉川、

阿久和川及びいたち川等については、河川整備計画や流域水害

対策計画に基づく整備や、適切な維持管理を行う。 

二級河川帷子川、今井川、大岡川等については、河川整備計画

に基づく整備や適切な維持管理を行う。 

二級河川侍従川、治水機能上重要な準用河川舞岡川、日野川等

については、河川の整備計画に基づく整備や適切な維持管理を

行う。 

 

③ 主要な施設の整備目標 

おおむね 10年以内に整備することを予定している主要な施設は

次のとおりとする。 
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ア 下水道 

(ｱ) 快適な水環境の保全・創出 

施設の更新に合わせて、北部下水道センター、中部水再生セ

ンター、南部水再生センター等で高度処理施設の整備を進め

る。 

また、老朽化した管きょや施設・設備の更新を行う。 

 

(ｲ) 安全・安心な都市づくり 

浸水対策として、雨水幹線等の整備を拡充するとともに、ポ

ンプ場・雨水調整池等の整備を進める。また、都市機能が集積

する横浜駅周辺地区等の浸水リスクを軽減するため、ポンプ

場・雨水幹線の整備を進める。 

地震対策として、管きょや水再生センター、汚泥資源化セン

ター等の耐震化を進める。 

イ 河川 

鶴見川水系（砂田川、鳥山川など）、帷子川水系（帷子川、今

井川、中堀川など）、大岡川水系（日野川など）、境川水系（阿久

和川、いたち川、宇田川など）においては、流域における浸水被

害の軽減を図るため、河川流域全体のあらゆる関係者で策定し

た流域治水プロジェクトに位置付けられた河道整備等の治水対

策を進める。 

その他の河川についても、河川の整備計画に基づき治水対策

を進める。 

 

 

ア 下水道 

(ｱ) 快適な水環境の保全・創造 

施設の更新に合わせた高度処理を北部下水道センター、港

北水再生センター、神奈川水再生センター等で導入する。 

 

また、川や海の水質を改善するための雨水滞水池等の整備

を進める。 

(ｲ) 安全・安心な都市づくり 

浸水対策として、雨水幹線等の整備を拡充するとともに、ポ

ンプ場・雨水調整池等の整備を進める。また、浸水被害が起こ

りやすい横浜駅周辺の浸水リスクを軽減するため、ポンプ場・

雨水幹線の整備を図る。 

地震対策として、管きょや水再生センター、汚泥資源化セン

ター等の耐震化を進める。 

イ 河川 

一級河川鶴見川等については、洪水による浸水被害から地域

の安全を確保するため、河川整備計画に基づき治水対策を進め

る。 

一級河川恩田川、二級河川境川、柏尾川、和泉川、阿久和川、

いたち川、帷子川、及び今井川については、河川整備計画に基づ

き、護岸や遊水地等の整備を行う。 

準用河川舞岡川、日野川については、河川の整備計画に基づ

き、護岸の整備を行う。 
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(2-3) その他の都市施設の都市計画の決定の方針 

健康で文化的な都市生活、機能的な都市活動の向上を図るた

め、長期的展望に立って公共施設の整備を進める。 

 

 

また、都市施設の整備にあたっては、次のとおり地域特性に応

じた災害対策や災害時の都市機能確保に向けた取組を進める。 

ア 地域特性に応じた災害対策 

・身近な住環境における防災性向上のため、広場・公園・防火水

槽等の整備を進めるとともに、都市インフラ等の耐震化を促

進する。また、地盤の液状化の可能性が高い地域では、施設構

造物自体の強化や地盤改良など、液状化対策を進める。 

・津波による被害が想定される沿岸部においては、津波からの

防護や滞在者等の安全確保を図るために必要な施設の整備、

避難のために必要な取組などを進める。 

イ 災害時の都市機能確保 

・横浜港は広域的な海上輸送の拠点機能を有しており、災害時

の救援・復旧においても首都圏や東日本における重要な役割

を担うため、緊急物資の輸送、市民生活や経済活動の復旧復興

支援の拠点として、耐震強化岸壁や海岸保全施設の整備、緊急

輸送路のネットワークの強化を進める。 

・大規模な土地利用転換を図る米軍施設跡地等においては、広

大・平坦な土地と広域的な交通利便性を生かし、広域応援活動

拠点や広域避難場所としての機能の形成を図る。 

・ライフラインについて、耐震性の確保とともに、被害を受けた

(2-3) その他の都市施設の都市計画の決定の方針 

健康で文化的な都市生活、機能的な都市活動の向上を図るた

め、長期的展望に立って公共施設の整備を図る。特に、市場につ

いては、流通の変化や食の安全・安心への消費者ニーズ等に対応

するため、再編・機能強化を図る。 
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場合の復旧の容易さを考慮した設備、工法等を取り入れた改

修・更新を推進する。特に、電気、ガス等のエネルギー供給事

業では、ルートの多重化を図り、代替性を確保するとともに、

公共施設や民間施設での再生可能エネルギーの利用を促進

し、分散型の多様なエネルギー源を確保するなど、必要となる

対策を推進する。 

 

(3) 市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針 

市民生活の利便性向上や国際競争力強化に資する拠点整備、魅力

ある市街地環境の創出に向けた土地利用等を推進するため、それぞ

れの地域特性に応じた計画的な市街地開発事業を進める。 

 

 

 

なお、具体的な市街地開発事業の方針や計画的な市街地開発事業

を図るべき地区等については、「都市再開発の方針」、「住宅市街地の

開発整備の方針」、「防災街区整備方針」に定める。 

 

(4) 自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針 

① 基本方針 

「横浜らしい水・緑環境の実現」の基本理念のもと、横浜の水と

緑の将来像を「多様なライフスタイルを実現できる水・緑豊かな都

市環境」とし、市民・事業者・行政の連携・協働により、水・緑環

境の保全・創出を進め、魅力の向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針 

人口動態や産業構造等の変化に対応した持続可能な都市を構築す

るために、市民生活の利便性向上や国際競争力強化のための拠点整

備、魅力ある市街地環境の創造に向けた土地利用を推進する。そのた

め、都心部、臨海部、またこれらの周辺部や郊外部における鉄道駅周

辺、駅から離れた住宅団地、工業地、木造密集市街地等において、そ

れぞれの地域特性に応じた計画的な市街地開発事業を進める。 

なお、具体的な市街地開発事業の方針や計画的な市街地開発事業

を図るべき地区等については、「都市再開発の方針」、「住宅市街地の

開発整備の方針」、「防災街区整備方針」に定める。 

 

(4) 自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針 

① 基本方針 

「横浜らしい水・緑環境の実現」の基本理念のもと、横浜の水と

緑の将来像を「多様なライフスタイルを実現できる水・緑豊かな都

市環境」とし、市民・事業者・行政の連携・協働により、水・緑環

境の保全・創造を進める。 

平成 37年（2025 年）において、緑被面（樹林地・農地・草地）
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② 主要な水・緑環境の配置の方針 

ア 拠点となる水と緑、特徴ある水と緑をまもり・つくり・育てる 

(ｱ) 緑の 10大拠点の水と緑をまもり・育てる 

緑の 10大拠点（こどもの国周辺、三保・新治、川井・矢指・

上瀬谷、大池・今井・名瀬、舞岡・野庭、円海山周辺、小柴・

富岡、都田・鴨居東本郷・菅田羽沢周辺、上飯田・和泉・中田

周辺、下和泉・東俣野・深谷周辺）を水・緑環境を優先的に保

全・活用する地区とし、次世代に確実に継承するため、土地所

有者の理解と協力を得て、緑地保全制度に基づく特別緑地保

全地区や市民の森などの指定、広域的なレクリエーション需

要を充足する公園などの整備、地域にふさわしい緑化を進め

る。併せて各種制度を活用しながら農地を保全する。 

(ｲ) 市街地をのぞむ丘の軸の水と緑をまもり・育てる 

横浜都心周辺と郊外部との間の丘陵地に点在する公園、樹

林地、農地、丘陵を縁取る斜面緑地により構成される市街地を

のぞむ丘の軸の緑を、市民の身近なレクリエーションの場、生

物の生息環境としての貴重な役割を踏まえ、樹林地・農地の保

全や公園などの整備を進めるとともに、民有地の緑化を進め、

市街地と丘の軸の緑を結ぶネットワークを形成する。 

(ｳ) 海をのぞむ丘の軸の水と緑をまもり、海と人とのふれあい

や水面、緑に囲まれたグラウンドなどの面積が市域面積に占める

割合である「水緑率」を、市民・事業者・行政の連携・協働により、

35%（水と緑の基本計画の基準年次である平成 16 年時点の数値）

よりさらに向上させていく。 

 

② 主要な水・緑環境の配置の方針 

ア 拠点となる水と緑、特徴ある水と緑をまもり・つくり・育てる 

(ｱ) 緑の 10大拠点の水と緑をまもり・育てる 

緑の 10大拠点（こどもの国周辺、三保・新治、川井・矢指・

上瀬谷、大池・今井・名瀬、舞岡・野庭、円海山周辺、小柴・

富岡、都田・鴨居東本郷・菅田羽沢周辺、上飯田・和泉・中田

周辺、下和泉・東俣野・深谷周辺）を水・緑環境を優先的に保

全・活用する地区とし、次世代に確実に継承するため、土地所

有者の理解と協力を得て、特別緑地保全地区や市民の森など

の緑地保全制度に基づく指定や、広域的なレクリエーション

需要を充足する公園などの整備、地域にふさわしい緑化を進

める。併せて各種制度を活用しながら農地を保全する。 

(ｲ) 市街地をのぞむ丘の軸の水と緑をまもり・育てる 

横浜都心部周辺と郊外部との間の丘陵地に点在する公園、

樹林地、農地、丘陵を縁取る斜面緑地により構成される市街地

をのぞむ丘の軸の緑を、市民の身近なレクリエーションの場、

生物の生息環境としての貴重な役割を踏まえ、樹林地・農地の

保全や公園などの整備を進めるとともに、民有地の緑化を進

め、市街地と丘の軸の緑を結ぶネットワークを形成する。 

(ｳ) 海をのぞむ丘の軸の水と緑をまもり、海と人とのふれあい
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拠点をつくり・育てる 

旧海岸線沿いに連なる丘陵地における、横浜独特の崖地形

や眺望とともに、海側からのぞむことができる斜面緑地を保

全し、安全性の向上を図るほか、地区内の樹林地、農地の保全

や公園などの整備、民有地の緑化などを進める。 

また、市民などが憩いながら、港の活動を含む海の景観を眺

め、海を身近に感じられる空間である海と人とのふれあい拠

点において、公園・緑地などの整備・活用を行う。 

(ｴ) 水と緑により横浜都心の魅力づくりを進める 

多くの市民・観光客が訪れる横浜都心において、周辺の山手

の丘や野毛山・掃部山の丘、高島の丘を含め、公園・緑化のネ

ットワーク化や駅前広場などでの緑の創出、歩行者軸の多様

な緑化などにより、豊かな水・緑環境の創出・充実を進めるこ

とで、風格と魅力のある街並みを形成する。 

(ｵ) 農によるまちの魅力づくりを進める 

市内産農畜産物の生産振興、農を支える担い手の支援、農地

の利用促進などを進めるとともに、市民が身近に農を感じら

れるように、農に親しむ取組や地産地消などを推進する。ま

た、それぞれの取組を農業者や事業者、市民と連携しながら、

優良農地の保全・活用等、地域特性に応じた施策を展開するこ

とで、農によるまちの魅力づくりを進める。 

(ｶ) 里山景観の保全を進める 

里山の景観が残される地域は、生物多様性の保全だけでな

く、横浜の魅力的な景観のひとつとして、市民の憩いの空間と

なっている。 

拠点をつくり・育てる 

旧海岸線沿いに連なる丘陵地における、横浜独特の崖地形、

眺望とともに、海側からのぞむことができる斜面緑地を保全

し、安全性の向上を図るほか、地区内の樹林地、農地の保全や

公園などの整備、民有地の緑化などを進める。 

また、市民などが憩いながら、港の活動を含む海の景観を眺

め、海を身近に感じられる空間である海と人とのふれあい拠

点において、公園・緑地などの整備・活用を行う。 

(ｴ) 水と緑により横浜都心部の魅力づくりを進める 

多くの市民・観光客が訪れる横浜都心部において、周辺の山

手の丘や野毛山・掃部山の丘、高島の丘を含め、公園・緑化の

ネットワーク化や駅前広場などでの緑の創出、歩行者軸の多

様な緑化などにより、豊かな水・緑環境の創出・充実を進める

ことで、風格と魅力のある街並みを形成する。 

(ｵ) 農によるまちの魅力づくりを進める 

市内産農畜産物の生産振興、農を支える担い手の支援、農地

の利用促進などを進めるとともに、市民が身近に農を感じら

れるように、農に親しむ取組や地産地消などを推進する。ま

た、それぞれの取組を農業者や事業者、市民と連携しながら、

優良農地の保全等、地域特性に応じた施策を展開することで、

農によるまちの魅力づくりを進める。 

(ｶ) 里山景観の保全を進める 

里山の景観が残される地域は、生物多様性の保全だけでな

く、横浜の魅力的な景観のひとつとして、市民の憩いの空間と

なっている。 
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これらの環境を後世に引き継いでいくために、樹林地や農

地などの一体的な保全・活用を図り、里山景観の保全を進めて

いく。 

(ｷ) 緑豊かな市街地を形成する 

市街地に残る貴重な樹林地、農地を保全するほか、市街地

の緑の拠点となる公園を地域特性に応じて計画的に配置を進

める。また、多くの市民が利用する公共施設や道路沿いの建

築敷地の緑化や土地利用転換の機会を捉えたオープンスペー

スの確保や緑化などにより、街のシンボルとなり、生物生息

空間にもなる緑を創出する。保全・創出した緑は、市民や事

業者と連携しながら良好に維持管理・活用を図る。 

イ 流域ごとの水・緑環境をつくり・高める 

河川流域（鶴見川流域、入江川・滝の川流域、帷子川流域、大

岡川流域、宮川・侍従川流域、柏尾川流域、境川流域、直接海に

そそぐ小流域の集まり）ごとの地形や市街地の特性に合わせ、市

民生活に身近な公園の整備、河川・海辺などの環境整備、街路、

公共建築物などの緑化、さらには、個々の住宅をはじめとした建

築物などの民有地緑化を多様な手法で進め、水と緑の回廊を形

成する。 

また、流域ごとの計画では、下水の高度処理化や排水対策によ

る河川の水質改善や海域への流入負荷の削減にも取り組むとと

もに、樹林地・農地の保全や公園の整備、雨水の地下浸透施設の

設置などにより雨水の地下浸透能力を高めることで、健全な水

循環の回復を図る。 

ウ 水と緑の環境を市民とともにつくり・育て・楽しむ 

これらの環境を後世に引き継いでいくために、樹林地や農

地などの一体的な保全・活用を図り、里山景観の保全を進めて

いく。 

(ｷ) 緑豊かな市街地を形成する 

市街地に残る貴重な樹林地、農地を保全するほか、市街地

の緑の拠点となる公園を地域特性に応じて計画的に配置を進

める。また、多くの市民が利用する公共施設や道路沿いの建

築敷地の緑化や、土地利用転換の機会を捉えたオープンスペ

ースの確保や緑化などにより、街のシンボルとなり、生物生

息空間にもなる緑を創出する。保全・創出した緑は、市民や

事業者と連携しながら良好に維持管理・活用を図る。 

イ 流域ごとの水・緑環境をつくり・高める 

河川流域（鶴見川流域、入江川・滝の川流域、帷子川流域、大

岡川流域、宮川・侍従川流域、柏尾川流域、境川流域、直接海に

そそぐ小流域の集まり）ごとの地形や市街地の特性に合わせ、市

民生活に身近な公園の整備や、河川・海辺などの環境整備、街

路、公共建築物などの緑化、さらには、個々の住宅をはじめとし

た建築物などの民有地緑化を多様な手法で進め、水と緑の回廊

を形成する。 

また、流域ごとの計画では、下水の高度処理化や排水対策によ

る河川の水質改善や海域への流入負荷の削減にも取り組むとと

もに、樹林地・農地の保全や公園の整備、雨水の地下浸透施設の

設置などにより雨水の地下浸透能力を高めることで、健全な水

循環の回復を図る。 

ウ 水と緑の環境を市民とともにつくり・育て・楽しむ 
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水・緑環境に市民が関わるきっかけづくりを進めるととも

に、親しみ・楽しむ場の充実を図る。また、水・緑環境を支え

る活動を担う人や団体を育成し、さらには活動団体同士の交流

や連携を進める。 

 

③ 実現のための都市計画の決定の方針 

ア 樹林地の保全・活用 

(ｱ) 近郊緑地特別保全地区 

円海山北鎌倉近郊緑地保全区域内の枢要な樹林地を指定す

る。 

(ｲ) 特別緑地保全地区 

植生や自然的環境、景観などが優れている緑地や伝統的・文

化的意義を有する緑地、多様な動植物の生息地ともなってい

る緑地、市街地に残る風致景観に優れた緑地など、一団のまと

まりある良好な自然的環境を形成する緑地を指定する。 

(ｳ) 風致地区 

良好な自然景観、歴史的景観を保持している地域や、文化

財、社寺等のある区域、良好な住環境を維持している地域など

を指定する。 

(ｴ) 地区計画等の区域における緑地の保全 

大規模開発に併せて保全する樹林地や市街地に残存する比

較的小規模な緑地で、地区レベルの良好な環境の確保に適し

ている区域などを指定する。 

イ 農地の保全・活用 

市街化区域内の一団の農地で、都市環境の保全に相当の効用

水・緑環境に市民が関わるきっかけづくりを進めるととも

に、親しみ・楽しむ場の充実を図る。また、水・緑環境を支え

る活動を担う人や団体を育成し、さらには活動団体同士の交流

や連携を進める。 

 

③ 実現のための都市計画制度の方針 

ア 樹林地の保全・活用 

(ｱ) 近郊緑地特別保全地区 

円海山北鎌倉近郊緑地保全区域内の枢要な樹林地を指定す

る。 

(ｲ) 特別緑地保全地区 

植生や自然的環境、景観などが優れている緑地や伝統的・文

化的意義を有する緑地、多様な動植物の生息地ともなってい

る緑地、市街地に残る風致景観に優れた緑地など、一団のまと

まりある良好な自然的環境を形成する緑地を指定する。 

(ｳ) 風致地区 

良好な自然景観、歴史的景観を保持している地域や、文化

財、社寺等のある区域、良好な住環境を維持している地域など

を指定する。 

(ｴ) 地区計画等の区域における緑地の保全 

大規模開発に併せて保全する樹林地や市街地に残存する比

較的小規模な緑地で、地区レベルの良好な環境の確保に適し

ている区域などを指定する。 

イ 農地の保全・活用 

市街化区域内の一団の農地で、都市環境の保全に相当の効用
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があり、将来の公園など公共施設等の敷地として適しているも

のなどを生産緑地地区に指定する。 

ウ 公園等の整備 

住区基幹公園（身近な公園）、都市基幹公園、広域公園、特殊

公園、緩衝緑地、都市林、広場公園、都市緑地、緑道等を市民の

ニーズや地域特性に配慮しながら適正に配置する。 

エ 緑化の推進 

緑化地域など、緑を創出する法・条例・その他制度を運用し、

緑化を推進する。また、社会状況の変化を踏まえ、良好な都市環

境の形成のため、緑の創出を図ることが必要な区域に緑化地域

を指定する。地区計画において、建築物の緑化率の最低限度や緑

地を定め、オープンスペースの確保や良好な景観の形成を図る

ために必要な緑化を推進する。 

 

④ 主要な緑地等の確保目標 

おおむね 10年以内に指定することを予定している地域地区、都

市施設等の確保・整備目標面積（既定分を含む）は次のとおりとす

る。 

近郊緑地特別保全地区        234ha 

特別緑地保全地区          652ha 

風致地区              3,710ha 

生産緑地地区            326ha 

都市公園              2,782ha 

緑化地域              33,913ha 

があり、将来の公園など公共施設等の敷地として適しているも

のなどを生産緑地地区に指定する。 

ウ 公園等の整備 

住区基幹公園（身近な公園）、都市基幹公園、広域公園、特殊

公園、緩衝緑地、都市林、広場公園、都市緑地、緑道等を市民の

ニーズや地域特性に配慮しながら適正に配置する。 

エ 緑化の推進 

緑化地域など、緑を創出する法・条例・その他制度を運用し、

緑化を推進する。また、社会状況の変化を踏まえ、良好な都市環

境の形成のため、緑の創出を図ることが必要な区域に緑化地域

を指定する。地区計画において、建築物の緑化率の最低限度や緑

地を定め、オープンスペースの確保や良好な景観の形成を図る

ために必要な緑化を推進する。 

 

④ 主要な緑地の確保目標 

おおむね 10年以内に指定することを予定している地域地区、都

市施設等の確保・整備目標面積（既定分を含む）は次のとおりとす

る。 

近郊緑地特別保全地区        234ha 

特別緑地保全地区          652ha 

風致地区              3,710ha 

生産緑地地区            326ha 

都市公園              2,782ha 

緑化地域              33,709ha 
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(5) 都市景観の形成に関する都市計画の決定の方針 

 良好な景観は、潤いある豊かな生活環境を創造し、地域の価値を向

上させていくために不可欠なものである。これを市民共有の資産と

して現在及び将来にわたって享受できるよう、横浜市、事業者及び住

民が一体となって対話・協議をしながら景観形成を進めていくこと

が必要である。 

景観形成においては、都市基盤や環境、人々の生活・活動、人々の

感情・感覚などを総合的に捉え、各地域の多様な特質を生かした魅力

と個性のある景観を創出し、地域における人と都市・自然環境との関

係の総体を良好なものとしていくことを目指す。 

これに向けて、一日の変化、四季の変化、経年変化などの時間軸や

敷地から広域までの様々なスケール、企画から管理運営などの活動

段階などに配慮した継続的な景観形成に取り組む。また、景観計画、

都市景観協議地区等の関連制度・施策との連携を図りつつ、多様な主

体の参加・協働による継続的な景観の維持向上に取り組む。 

 

(6) エネルギー循環都市づくりに関する都市計画の決定の方針 

・再生可能エネルギーの導入やエネルギー効率のよい住宅をはじめ

とした建築物、低炭素交通の普及、下水道資源の有効利用など、

エネルギーの効率的な利用と低炭素なまちづくりを推進する。 

・業務系地域や工業系地域において、エネルギーの自立分散化や効

率的なエネルギーマネジメントシステムの構築等に向けた取組を

進める。 
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(7) 都市防災に関する都市計画の決定の方針 

① 基本方針 

東日本大震災を教訓として市民の生命を守ることを最優先と

し、併せて経済的・物的な被害を最小化するため、強靭な都市づく

りを進める。火山の噴火、大雪など様々な災害に迅速・的確に対応

するため、自助・共助の取組との連携をはじめとした事前の備えを

着実に推進する。 

 

② 主な取組 

ア 被害を最小化するための減災都市づくり 

(ｱ) 既成市街地等の防災性の強化 

・身近な住環境における防災性向上のため、狭あい道路の拡

幅整備や広場・公園・防火水槽等の整備を更に促進する。 

・延焼遮断帯の形成に資する都市計画道路の整備を推進する

とともに、木造住宅密集市街地等の延焼の危険性が特に高

い地域においては、建築物の不燃化を推進する。なお、防災

街区としての整備については、「防災街区整備方針」に定め

るものとする。 

・工業地帯や岸壁の防災対策、防潮対策の再点検と必要に応

じた整備等を進める。 

(ｲ) 都市の耐震化の促進 

・建物倒壊や大規模盛土造成地の崩落防止のため、更なる耐

震化を促進する。 

・都市基盤やライフラインの耐震化を促進する。 

(ｳ) 大規模地震に伴う液状化や津波への対応 
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・地盤の液状化の可能性が高い地域では、都市基盤整備や公

共建築物等の工事に際し、その施設構造物自体の強化や地

盤改良など、液状化対策を進める。 

・最大クラスの津波による被害が想定される沿岸部において

は、滞在者等の安全確保を図るために必要な施設の整備や

津波からの防護や避難のために必要な取組を進める。 

(ｴ) 水害等への対策の推進 

・河川や雨水排水施設の整備等により、水害対策を進める。 

・崖崩れの防止に向け、崖地の改善及び警戒避難体制の整備

を図る。 

イ 災害時の都市機能確保 

(ｱ) 救援活動や緊急輸送のための道路機能の確保 

・人命救助や支援物資の輸送、復旧・復興活動に対する交通

路・輸送路の確保のため、主要な高速道路や幹線道路の整備

を進めるとともに、道路沿道の建築物の更なる耐震化を促

進する。 

(ｲ) 海上輸送の拠点となる港湾機能の確保 

・横浜港は広域的な海上輸送の拠点機能を有し、災害時の救

援・復旧においては首都圏や東日本における重要な役割を

担うため、緊急物資の輸送、市民生活や経済活動の復旧復興

支援の拠点として、耐震性強化や津波対策の充実、緊急輸送

路のネットワークを強化する。 

(ｳ) 災害時におけるライフラインの確保 

・ライフラインについて、耐震性の確保とともに、被害を受け

た場合の復旧の容易さを考慮した設備、工法等を取り入れ
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た改修・更新を推進する。 

・電気、ガス等のエネルギー供給事業では、ルートの多重化を

図り、代替性を確保するとともに、公共施設や民間施設での

再生可能エネルギーの利用を促進し、分散型の多様なエネ

ルギー源を確保するなど、必要となる対策を推進する。 

 




